
一

　

は　

じ　

め　

に

　

二
〇
〇
二
年
に
発
見
さ
れ
た
里
耶
秦
簡
は
、『
文
物
』
二
〇
〇
三
年
一
期
な
ど
で
紹
介
さ
れ
、
湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
編
『
里

耶
発
掘
報
告
』（
岳
麓
書
社
、
二
〇
〇
七
年
）
の
報
告
書
が
あ
る（

１
）。
こ
う
し
た
状
況
で
、
湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
編
『
里
耶
秦
簡

〔
壹
〕』（
文
物
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）、
陳
偉
主
編
『
里
耶
秦
簡
牘
校
釈
（
第
一
巻
）』（
以
下
『
里
耶
校
釈
一
』、
武
漢
大
学
出
版
社
、

二
〇
一
二
年
）
の
刊
行
が
始
ま
り
、
そ
の
概
略
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た（

２
）。

と
く
に
『
里
耶
校
釈
一
』
は
、『
里
耶
秦
簡
〔
壹
〕』
の
図
版

と
釈
文
を
基
礎
と
し
て
、
簡
牘
の
復
元
や
、
校
訂
、
句
読
と
考
察
を
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
秦
代
郡
県
制
と
里
耶
秦
簡
は
、
本
格
的

に
研
究
す
る
段
階
に
入
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

里
耶
秦
簡
に
み
え
る
文
書
伝
達
に
つ
い
て
、
陳
偉
氏
は
、「
以
郵
行
」「
以
次
伝
」
の
方
法
を
説
明
し
、
遷
陵
県
と
洞
庭
郡
の
文
書
、
遷

陵
県
と
酉
陽
県
の
文
書
、
遷
陵
県
内
の
文
書
に
分
け
て
い
る（

３
）。

ま
た
私
は
、
文
書
伝
達
と
処
理
の
方
法
に
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
た（

４
）。

一
は
、
本
文
―
受
信
―
発
信
を
記
し
、
県
官
府
の
抄
本
（
控
え
）
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
は
、
受
信
と
転
送
の
記
録
が

な
い
本
文
だ
け
の
保
存
（
副
本
）
で
あ
る
。
三
は
、
本
文
と
受
信
あ
る
い
は
発
信
の
付
記
を
も
つ
木
牘
（
抄
本
）
で
あ
る
。
そ
の
形
態

は
、
原
本
に
付
記
す
る
場
合
と
、
受
信
や
発
信
の
原
形
を
残
し
て
処
理
の
抄
本
と
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
原
本
と
、
文
書
を
処
理

す
る
副
本
、
抄
本
の
文
書
は
、
そ
の
書
式
は
同
じ
で
も
、
文
書
処
理
の
手
順
が
異
な
る
段
階
の
簡
牘
で
あ
る
。

里
耶
秦
簡
に
み
え
る
秦
代
郡
県
の
文
書
伝
達

藤　

田　

勝　

久



二

　

そ
れ
で
は
秦
代
郡
県
の
文
書
伝
達
に
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
里
耶
秦
簡
に
は
、
洞
庭
郡
と
遷
陵
県
を
め
ぐ
る
外

部
の
文
書
伝
達
と
、
遷
陵
県
の
内
部
に
あ
る
下
部
組
織
と
の
伝
達
を
示
す
資
料
が
あ
る
。
県
の
官
府
に
は
、
令
曹
、
吏
曹
、
尉
曹
、
司

空
、
倉
曹
、
戸
曹
、
少
内
、
庫
、
獄
曹
、
田
官
、
畜
官
の
組
織
が
あ
り
、
県
の
領
域
に
は
都
郷
、
啓
陵
郷
、
貳
春
郷
が
あ
る（

５
）。

本
稿
で

は
、
と
く
に
秦
代
洞
庭
郡
の
文
書
伝
達
を
検
討
し
て
、
漢
代
文
書
行
政
と
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。

　

一　

洞
庭
郡
と
遷
陵
県
の
文
書
伝
達

　

漢
代
の
文
書
行
政
で
は
、
中
央
と
地
方
を
結
ぶ
下
行
文
書
と
上
行
文
書
で
、
リ
レ
ー
式
に
文
書
を
伝
達
す
る
方
法
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る（

６
）。
里
耶
秦
簡
に
も
、
こ
う
し
た
下
行
文
書
と
上
行
文
書
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
洞
庭
郡
が
発
信
し
た
原
本
と
お
も
わ
れ
る
資
料

が
あ
る
。
そ
れ
は
洞
庭
郡
が
遷
陵
県
に
送
っ
た8-755

～8-759

の
文
書
で
、
こ
れ
は
五
枚
の
木
簡
が
連
続
し
た
冊
書
で
あ
る
。
木
簡
一

枚
に
は
、
約
二
〇
字
前
後
の
文
字
が
二
行
に
わ
た
っ
て
大
き
く
書
か
れ
て
お
り
、8-755

背
面
の
左
下
に
「
歇
手
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。

こ
の
冊
書
は
、
洞
庭
郡
か
ら
下
部
の
県
に
発
信
さ
れ
る
文
書
の
形
態
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　
　

卅
四
年
六
月
甲
午
朔
乙
卯
、
洞
庭
守
禮
謂
遷
陵
丞
。
丞
言
徒
隷
不
田
、
奏
曰
、
司
空
厭
等
當
坐
、
皆
有
它
罪
、8-755

耐
為
司
寇
。

有
書
、
書
壬
手
。
令
曰
、
吏
僕
・
養
・
走
・
工
・
組
織
・
守
府
門
・
肖
匠
及
它
急
事
不
可
令
田
、
六
人
予
田
徒8-756

四
人
。
徒
少

及
毋
徒
、
薄
（
簿
）
移
治
虜
御
史
。
御
史
以
均
予
。
今
遷
陵
廿
五
年
為
縣
、
廿
九
年
田
廿
六
年
盡
廿
八
年
當
田
、
司
空
厭
等8-757

失
弗
令
田
。
弗
令
田
即
有
徒
而
弗
令
田
且
徒
少
不
傅
于
奏
。
及
蒼
梧
為
郡
九
歳
乃
往
歳
田
。
厭
失
、
當
坐
論
、
即8-758

如
前
書
律

令
。
／
七
月
甲
子
朔
癸
酉
、
洞
庭
叚
（
假
）
守
繹
追
遷
陵
。
／
歇
手
。
◦
以
沅
陽
印
行
事
。　
　
　
　
　
　
　
　

8-759

　
　

三
十
四
年
六
月
甲
午
朔
乙
卯
（
二
十
二
日
）、
洞
庭
守
の
礼
が
遷
陵
丞
に
謂
う
。
丞
は
徒
隷
の
不
田
を
言
う
に
、
奏
し
て
曰
く
、「
司



三

空
の
厭
等
が
罪
に
当
た
り
、
皆
な
余
罪
が
あ
り
ま
す
。
耐
し
て
司
寇
と
為
す
」
と
。
文
書
に
は
「
壬
手
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
令
に

曰
く
、「
吏
僕
・
養
・
走
・
工
・
組
織
・
守
府
門
・
肖
匠
及
び
他
の
急
事
で
耕
作
で
き
な
い
と
き
は
、
六
人
ご
と
に
田
徒
四
人
を
予

え
よ
。
徒
が
少
な
い
と
き
、
及
び
徒
が
い
な
い
と
き
は
、
そ
の
簿
を
治
虜
御
史
に
送
付
せ
よ
。
御
史
は
以
て
均
し
く
予
え
よ
」
と
。

今
、
遷
陵
県
は
二
十
五
年
に
県
と
な
り
、
二
十
九
年
の
田
は
、
二
十
六
年
か
ら
二
十
八
年
ま
で
の
土
地
を
耕
作
す
べ
き
で
あ
る
が
、

司
空
の
厭
等
が
失
し
て
耕
作
さ
せ
な
か
っ
た
。
耕
作
さ
せ
な
い
の
は
、
徒
が
い
て
耕
作
さ
せ
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
徒
が
少
な
く
て

奏
言
に
記
さ
な
か
っ
た
の
か
。
蒼
梧
は
郡
と
な
っ
て
九
歳
に
及
び
、
や
っ
と
年
ご
と
に
耕
作
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
厭
の
失
は
、

罪
に
当
て
て
論
ぜ
よ
。
た
だ
ち
に
前
書
と
律
令
の
如
く
せ
よ
。
／
七
月
甲
子
朔
癸
酉
（
十
日
）、
洞
庭
假
守
の
繹え

き

が
遷
陵
県
に
追
う
。

／
歇
手
。
◦
沅
陽
の
印
を
以
て
事
を
代
行
す
る
。

　

形
式
の
特
徴
は
、
一
に
、
六
月
二
十
二
日
文
書
の
冒
頭
に
「
洞
庭
守
の
礼
が
遷
陵
丞
に
謂
う
」
と
あ
り
、
送
付
文
に
「
洞
庭
假
守
の
繹

が
遷
陵
県
に
追
う
（
返
答
の
文
書
を
要
求
す
る
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
文
書
は
洞
庭
郡
か
ら
遷
陵
県
に
直
接
に
送
付
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
他
県
や
郵
の
施
設
を
通
じ
て
逓
伝
さ
れ
た
と
し
て
も
、
文
書
の
内
容
は
開
封
さ
れ
な
い
。

　

二
は
、
洞
庭
郡
の
文
書
は
両
行
の
大
き
な
字
で
書
か
れ
た
冊
書
の
形
態
と
な
っ
て
お
り
、
印
章
を
示
し
た
送
付
文
を
付
け
て
い
る
。
こ

こ
で
は
「
以
沅
陽
印
行
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
発
信
す
る
洞
庭
郡
の
文
書
は
封
印
さ
れ
て
い
る
。

　

三
は
、
七
月
十
日
の
郡
文
書
の
発
信
に
、「
歇
手
」
と
い
う
付
記
が
あ
る
。
こ
れ
は
洞
庭
假
守
の
繹
が
担
当
す
る
の
に
対
し
て
、
処
理

を
す
る
書
記
と
お
も
わ
れ
る
。
ま
た
背
面
の
下
に
「
歇
手
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
同
一
人
物
の
歇
が
書
写
を
し
た
文
責
と
な
る
。
こ
の
歇

は
、
洞
庭
郡
に
所
属
す
る
人
物
で
あ
る
。

　

四
は
、
七
月
十
日
の
郡
文
書
の
発
信
に
対
し
て
、
遷
陵
県
で
の
受
信
記
録
を
付
記
し
て
い
な
い
。
受
信
し
た
遷
陵
県
で
、
記
録
を
付
記

し
、
こ
の
命
令
を
実
行
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
別
の
木
牘
に
記
す
こ
と
に
な
る
。

里
耶
秦
簡
に
み
え
る
秦
代
郡
県
の
文
書
伝
達



四

　

以
上
の
よ
う
な
特
徴
か
ら
、
こ
の
冊
書
は
洞
庭
郡
か
ら
直
接
に
送
ら
れ
て
き
た
文
書
の
原
本
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る（
７
）。
そ
の
命
令
は
洞

庭
守
の
礼
が
出
し
て
お
り
、
こ
の
追
加
文
書
の
発
信
は
洞
庭
假
守
の
繹
が
担
当
し
、
そ
の
書
記
と
書
写
の
文
責
は
「
歇
」
で
あ
る
。

　

こ
れ
と
関
連
す
る
洞
庭
郡
の
文
書
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
資
料
が
あ
る
。8-1523

の
文
書
は
、
正
面
か
ら
背
面
に
か
け
て
二
行
で
連
続

し
て
書
写
し
て
い
る
。『
里
耶
校
釈
一
』
は
始
皇
三
十
四
年
の
暦
と
し
、
冊
書8-755

～8-759

と
同
時
期
の
文
書
で
あ
る
。

　
　

七
月
甲
子
朔
庚
寅
、
洞
庭
守
繹
追
遷
陵
亟
言
。
／
歇
手
。
◦
以
沅
陽
印
行
事
。
／
八
月
癸
巳
朔
癸
卯
、
洞
庭
叚
（
假
）（8-1523

正
）

守
繹
追
遷
陵
亟
、
日
夜
上
勿
留
。
／
卯
手
。
◦
以
沅
陽
印
行
事
。
／
九
月
乙
丑
旦
、
郵
人
曼
以
來
。
／
翥
發
（8-1523

背
）

　

こ
こ
で
は
七
月
甲
子
朔
庚
寅
（
二
十
七
日
）
に
、
洞
庭
守
の
繹
が
遷
陵
県
に
追
跡
の
文
書
を
送
り
、
返
答
を
要
求
し
て
い
る
。
本
文
の

内
容
は
不
明
で
あ
る
。
文
書
処
理
を
し
た
の
は
洞
庭
郡
の
「
歇
」
で（

８
）、
封
印
は
「
以
沅
陽
印
行
事
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
八
月
癸
巳
朔
癸
卯

（
十
一
日
）
に
、
洞
庭
假
守
の
繹
が
追
加
の
文
書
を
送
り
、
そ
の
処
理
は
郡
の
「
卯
」
で
、
封
印
は
同
じ
く
「
以
沅
陽
印
行
事
」
と
あ
る
。

こ
の
二
回
目
の
文
書
を
、
遷
陵
県
で
は
九
月
乙
丑
（
三
日
）
に
、
郵
人
曼
か
ら
受
け
取
っ
た
。
そ
の
受
信
の
書
写
は
別
筆
で
、
翥
が
受
け

取
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
翥
発
」
は
、
受
信
し
た
後
の
表
記
で
あ
る（

９
）。

　

こ
の
郡
文
書
の
特
徴
は
、「
本
文
（
大
き
な
字
）
＋
送
付
文
（
以
沅
陽
印
行
事
）」
と
、
遷
陵
県
の
受
信
記
録
を
付
け
た
抄
本
で
あ
る
。

こ
れ
を
冊
書8-755

～8-759

と
比
べ
て
み
る
と
、
そ
の
書
式
は
、
郡
の
送
付
文
（
原
本
）
の
形
式
に
、
遷
陵
県
の
受
信
を
付
記
し
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。
洞
庭
郡
が
遷
陵
県
に
発
給
し
た
文
書
や
、
管
轄
す
る
各
県
の
嗇
夫
に
送
っ
た
文
書
で
、「
以
～
印
」
の
形
式
を
も
つ

資
料
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
み
え
て
い
る
。

　

１
に
、8-61

＋8-293

＋8-2012

の
文
書
は
、
巴
郡
の
仮
守
か
ら
洞
庭
郡
に
送
ら
れ
た
本
文
が
、
二
行
の
小
さ
な
字
で
書
か
れ
て
お
り
、

「
以
江
州
印
行
事
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
を
洞
庭
守
の
礼
が
遷
陵
嗇
夫
に
告
げ
て
命
令
し
て
い
る
。
背
面
に
は
、
受
信
の
「
～
以
来
」

と
書
記
の
付
記
が
あ
る
。
こ
れ
は
洞
庭
郡
の
原
本
の
書
式
で
は
な
く
、
抄
本
と
お
も
わ
れ
る
。



五

　

未
朔
己
未
、
巴
叚
（
假
）
守
丞
敢
告
洞
庭
主
。
卒
人
可
令
縣
論

　

卒
人
、
卒
人
已
論
、
它
如
令
。
敢
告
主
。
不
疑
手
。
◦
以
江
州
印
行
事
。

　

六
月
丙
午
、
洞
庭
守
禮
謂
遷
陵
嗇
夫
。
□
署
遷
陵
亟
論
言
史
（
事
）、
署
中
曹
發
、
它
如
律
令
。
／
和
手　
　
　
　
　
　
　
　

正

　

佐
惜
以
來
。
／
欣
發　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

8-61

＋8-293

＋8-2012

背

　

２
に
、
木
材
の
半
分
を
觚
形
と
し
た8-159

の
正
、
側
、
背
面
は
、
丞
相
か
ら
の
命
令
を
洞
庭
郡
が
各
県
に
伝
達
し
た
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
は8-155

、8-152
、8-158

の
三
枚
と
連
続
し
て
理
解
さ
れ
る）

（1
（

。
洞
庭
郡
の
文
書
は
、「
以
洞
庭
發
弩
印
行
事
」
で
封
印
さ
れ
た
文

書
で
、
断
簡
に
よ
れ
ば
、
一
に
索
県
と
門
浅
・
上
衍
・
零
陽
の
方
面
と
、
二
に
酉
陽
か
ら
遷
陵
県
の
方
面
に
伝
達
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文

書
は
、
小
さ
な
字
で
複
写
さ
れ
て
お
り
、
遷
陵
県
の
抄
本
と
お
も
わ
れ
る
。

　

３
に
、8-657

の
正
面
、
背
面
は
、
琅
邪
郡
の
仮
守
が
内
史
な
ど
に
報
告
し
た
文
書
が
、「
以
蒼
梧
尉
印
行
事
」
で
封
印
さ
れ
た
文
書
と

し
て
転
送
さ
れ
、
さ
ら
に
洞
庭
守
の
礼
か
ら
管
轄
の
県
嗇
夫
へ
の
命
令
と
し
て
発
信
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
そ
の
伝
達
は
、「
新
武
陵
別
四
道
、

以
次
傳
。
別
書
寫
上
洞
庭
尉
。
皆
勿
留
」
と
あ
り
、
四
つ
の
ル
ー
ト
に
「
以
次
伝
」
と
し
、
別
書
し
て
洞
庭
尉
に
送
付
し
て
い
る
。
こ
れ

も
小
さ
な
字
で
複
写
さ
れ
て
お
り
、
当
初
の
文
書
を
、
各
郡
で
書
き
足
し
た
形
式
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
背
面
に
「
～
以
来
」
と
あ
り
、

最
終
的
に
遷
陵
県
で
受
信
し
て
、
複
写
し
た
控
え
の
記
録
と
お
も
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
文
書
処
理
の
ル
ー
ル
か
ら
み
れ
ば
、
木
牘9

-1
～12

の
文
書
や
、
木
牘16-5

、6

の
文
書
は
、
そ
の
形
式
が
よ
く
理
解

で
き
る
。9

-1

～12

は
、
洞
庭
郡
か
ら
遷
陵
県
へ
の
文
書
で
あ
る
が
、
一
行
が
約
三
〇
字
の
小
さ
な
同
筆
で
書
か
れ
て
お
り
、
冊
書
の
原

本
と
は
違
っ
て
い
る
。
ま
た
複
数
の
文
書
は
同
筆
で
あ
り
、
陽
陵
県
と
洞
庭
郡
で
書
き
継
が
れ
た
原
本
で
は
な
い
。
ま
た
木
牘
の
背
面
に

は
、
遷
陵
県
で
の
受
信
と
発
信
の
控
え
が
な
い
。
し
た
が
っ
て9

-1

～12
は
、
遷
陵
県
で
書
写
さ
れ
た
「
洞
庭
郡
文
書
の
副
本
＋
送
付

文
（
以
洞
庭
司
馬
印
行
事
）
＝
本
文
」
の
副
本
（
謄
写
し
た
控
え
の
記
録
）
と
な
る
。

里
耶
秦
簡
に
み
え
る
秦
代
郡
県
の
文
書
伝
達
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木
牘16-5

、6

の
形
式
は
、
洞
庭
郡
の
文
書
を
一
行
が
約
三
〇
字
の
小
さ
な
文
字
で
書
写
し
て
い
る
。
た
だ
し
本
文
に
は
、
洞
庭
郡
か

ら
の
送
付
文
が
な
く
、
命
令
の
本
文
だ
け
を
再
録
し
て
、
遷
陵
県
の
付
記
を
記
録
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て16-5

、6

は
、「
洞
庭
郡
文

書
の
副
本
」
＋
「
遷
陵
県
の
受
信
と
発
信
の
記
録
」
で
あ
り
、
遷
陵
県
で
の
抄
本
と
な
る
。
な
お16-5

、6

の
文
書
に
み
え
る
「
某
手
」

の
書
記
に
つ
い
て
は
、
断
簡
を
復
元
し
た
資
料
（8-138

＋8-174

＋8-522

＋8-523

正
、
背
）
に
、
二
十
六
年
の
時
点
で
遷
陵
県
に
い

た
令
史
の
名
前
が
あ
り
、
一
部
が
共
通
し
て
い
る）

（1
（

。

　
　

廿
六
年
六
月
壬
子
、
遷
陵
□
〔
丞
〕
敦
狐
為
令
史
更
行
廟
詔
。
令
史
行

　
　

失
期
。
行
廟
者
必
謹
視
中
□
各
自
署
廟
所
質
日
。
行
先
道
旁
曹
始
、
以
坐
次
相
屬
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
面
）

　
　

十
一
月
己
未
、
令
史
慶
行
廟
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
月
壬
午
、
令
史
行
行
廟
。

　
　

十
一
月
己
巳
、
令
史
懭
行
廟
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
月
壬
辰
、
令
史
莫
邪
行
廟
。

　
　

十
二
月
戊
辰
、
令
史
陽
行
廟
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
月
壬
寅
、
令
史
釦
行
廟
。

　
　

十
二
月
己
丑
、
令
史
夫
行
廟
。（
第
一
欄
）　　
　
　
　

四
月
丙
申
、
史
戎
夫
行
廟
。（
第
三
欄
）

　
　

□
□
□
□
、
令
史
韋
行
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
月
丙
午
、
史
釦
行
廟
。

　
　

端
月
丁
未
、
令
史
懭
行
廟
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
月
丙
辰
、
令
史
上
行
廟
。

　
　

□
□
□
□
、
令
史
慶
行
廟
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
月
乙
丑
、
令
史
□
□

　
　

□
月
癸
酉
、
令
史
犯
行
廟
。　
（
第
二
欄
）　　
　
　
　

六
月
癸
巳
、
令
史
除
行
廟
。（
第
四
欄
）　　
　
　
　
（
背
面
）

　

こ
れ
は
行
廟
に
関
す
る
質
日
で）

（1
（

、
暦
に
行
動
を
記
し
た
資
料
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
二
十
六
年
の
時
点
で
、
遷
陵
県
に
十
二
人
の
令
史
が

い
る
。
そ
れ
は
令
史
慶
、
懭
（『
里
耶
校
釈
一
』
は
廣
と
す
る
）、
陽
、
夫
、
韋
、
犯
、
行
、
莫
邪
、
釦
、
戎
夫
、
上
、
除
で
あ
る
。
こ
こ

に
は
二
十
七
年
の
木
牘16-5

、6

に
み
え
る
慶
、
釦
、
犯
の
名
が
あ
り
、
か
れ
ら
は
遷
陵
県
の
令
史
と
推
測
さ
れ
る
。
邪
は
令
史
の
莫
邪



七

（8-647

に
も
み
え
る
）
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
文
書
の
受
信
を
し
た
羽
の
名
と
、
背
面
の
左
下
に
あ
る
「
如
」
は
、
行
廟
に
関
す
る

令
史
の
中
に
は
み
え
な
い）

（1
（

。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
遷
陵
県
の
令
史
と
、
下
部
組
織
の
担
当
者
、
書
記
の
関
係
を
示
す
資
料
が
あ
る
。

　
　

卅
年
九
月
丙
辰
朔
己
巳
、
田
官
守
敬
敢
言
之
。
廷
曰
、
令
居
貲
目
取
船
、
弗
予
、
謾
曰
亡
、〔
亡
〕
不
定
言
。
論
及
讂
問
不
亡
定
。

謾
者
訾
遣
詣
廷
。
問
之
、
船
亡
審
。
漚
枲
、
迺
甲
寅
夜
水
多
、
漚
流
包
船
。〔
船
〕
毄
（
繋
）
絶
、
亡
求
未
得
、
此
以
未
定
。
史
逐

將
作
者
汜
中
。
具
志
已
前
上
、
遣
佐
壬
操
副
詣
廷
、
敢
言
之
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑨981

正

　
　

九
月
庚
午
旦
、
佐
壬
以
來
。
／
扁
發　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壬
手　

⑨981

背

　
　

徑
廥
粟
米
一
石
九
斗
少
半
斗
。
卅
一
年
正
月
甲
寅
朔
丙
辰
、
田
官
守
敬
・
佐
壬
・
稟
人
顯
出
稟
貲
、
貣
士
五
（
伍
）
巫
中
陵
免
將
。

　
　

令
史
扁
視
平
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壬
手　

8-764

　

⑨981

で
は
、
三
十
年
九
月
に
、
田
官
守
敬
の
文
書
を
佐
壬
が
書
写
を
し
て
伝
達
し
、
そ
れ
を
遷
陵
県
の
官
府
で
令
史
の
扁
が
受
信
し

て
い
る
。8-764

で
は
、
三
十
一
年
正
月
に
、
田
官
守
敬
と
佐
壬
が
倉
庫
の
穀
物
を
出
入
し
、
そ
れ
を
令
史
の
扁
が
監
督
し
て
い
る
。
こ

こ
で
は
担
当
者
と
書
記
、
令
史
の
メ
ン
バ
ー
は
、
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
に
県
で
は
令
史
の
身
分
が
高
く
、
佐
壬
な
ど
と
の
役
割

の
違
い
が
み
え
る
。
文
書
処
理
で
い
え
ば
、
担
当
者
を
補
佐
す
る
書
記
が
令
史
で
あ
り
、
背
面
下
の
「
某
手
」
は
、
令
史
あ
る
い
は
佐
な

ど
の
書
記
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
表
１
は
、
遷
陵
県
の
令
史
な
ど
を
一
覧
し
た
も
の
で
あ
る）

（1
（

。

　

そ
れ
で
は
冊
書
な
ど
の
洞
庭
郡
の
文
書
に
対
し
て
、
な
ぜ
木
牘
一
枚
に
本
文
を
複
写
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
木
牘
に
本

文
を
複
写
し
、
受
信
や
発
信
の
付
記
を
付
け
る
効
果
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
洞
庭
郡
の
文
書
を
保
存
し

て
整
理
す
る
と
き
に
、
冊
書
の
形
態
で
は
参
照
が
煩
雑
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
と
く
に
保
存
す
る
資
料
は
木
牘
一
枚
の
表
裏
に
記
録
す
る

こ
と
で
分
量
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
し
、
受
信
と
発
信
が
一
目
で
わ
か
る
文
書
処
理
の
便
宜
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た9-1

～12

は
、
保

里
耶
秦
簡
に
み
え
る
秦
代
郡
県
の
文
書
伝
達
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表１　遷陵県の令史と書記

年　代 担当者・書記 令　史 簡 番 号

26年 慶、 懭、 陽、
夫、 韋、 犯、
行、莫邪、釦、
戎夫、上、除

8－138＋8－174＋8
－522＋8－523正、
背

27年12月
29年３月
30年10月

倉武、佐辰
倉趙、史感
倉守妃、佐富

令史戎夫監 8－1551
8－1690
8－56

31年12月

　　正月

　　２月

　　３月

　　５月
　　６月
　　７月

　　８月
　　９月

倉妃、史感
倉妃、史□
倉妃、史感
田官守敬、佐壬
司空守増、佐得
啓陵郷守尚、佐冣
倉守武、史感
倉守武、史感
倉武、佐敬
倉守武、史感
貳春郷守氐夫、佐壬
倉是、史感
田官守敬、佐舍
倉是、吏□
啓陵郷守帯、佐冣
倉是、史感
田官守敬、佐壬
倉是、史感
倉是、史感

令史朝視平
令史扁視平
令史狂視平
令史扁視平
令史狂視平
令史気視平
令史狂視平
令史狂視平
令史尚監
令史狂視平
令史扁視平
令史尚視平
令史逐視平
令史尚視平
令史気視平

令史逐視平
令史悍平
令史尚視平

8－762
8－1081
8－1239＋8－1334
8－764
8－474＋8－2075
8－1241
8－800
8－2249
8－760
8－763
8－1576
8－45、8－1540
8－781＋8－1102
8－1336
8－1550
8－1794
8－2246
8－217
8－211

32年８月
33年10月
　　３月
34年８月
35年６月

貳春郷守福、佐敢
發弩繹、尉史過
司空色、佐午
倉□、佐卻
庫建、佐般

令史兼視平
令史兼視平
令史圂視平
令佐敬監
令史黽監

8－2247
8－761
8－1135
8－1549
8－993等



九

里
耶
秦
簡
に
み
え
る
秦
代
郡
県
の
文
書
伝
達

存
の
控
え
で
あ
る
と
共
に
、
各
人
ご
と
の
リ
ス
ト
の
役
割
を
も
っ
て
い
る）

（1
（

。
こ
れ
は
文
書
の
原
本
に
対
し
て
、
遷
陵
県
で
謄
写
し
た
副
本

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
里
耶
秦
簡
に
み
え
る
秦
代
郡
県
の
文
書
伝
達
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。
ま
ず
洞
庭
郡
か
ら
発
信
す
る
文

書
は
、
Ａ
遷
陵
県
に
直
接
発
信
す
る
形
式
と
、
Ｂ
各
県
に
共
通
し
て
四
つ
の
ル
ー
ト
上
に
送
付
す
る
形
式
が
あ
り
、
そ
の
文
書
は
密
封
し

て
封
泥
が
付
け
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
他
郡
か
ら
洞
庭
郡
に
届
い
て
転
送
す
る
文
書
に
も
、「
以
～
印
行
事
」
の
表
記
が
あ
り
、
先
に
封
印

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
洞
庭
郡
が
発
信
す
る
文
書
は
、
二
行
に
わ
た
る
約
二
〇
字
の
大
き
な
字
で
、
冊
書
の
形
態
で
送
付
さ

れ
る
。
遷
陵
県
で
は
、
そ
の
原
本
を
保
存
す
る
場
合
と
、
さ
ら
に
文
書
の
内
容
を
細
か
い
字
で
複
写
し
て
、
受
信
と
発
信
の
記
録
を
付
記

す
る
抄
本
の
形
態
が
あ
る
。
里
耶
秦
簡
に
は
、
こ
の
よ
う
な
文
書
の
原
本
と
、
文
書
処
理
の
抄
本
と
の
違
い
が
、
木
簡
（
木
札
、
両
行
）・

木
牘
の
機
能
と
し
て
み
え
て
い
る
。
こ
れ
は
文
書
の
内
容
に
よ
っ
て
木
簡
や
木
牘
に
書
き
分
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
処
理
の
手
順
に
よ

る
書
き
分
け
で
あ
る
。
た
だ
し
里
耶
秦
簡
で
は
、
こ
れ
ま
で
洞
庭
郡
か
ら
送
付
さ
れ
た
原
本
や
副
本
は
少
な
い
。

　

二　

検
・
封
検
に
み
え
る
文
書
伝
達

　

そ
れ
で
は
洞
庭
郡
と
遷
陵
県
の
文
書
伝
達
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
Ａ
洞
庭
郡
か
ら
遷
陵
県
に
直
送
す

る
文
書
は
、
封
印
し
て
伝
達
さ
れ
、
中
間
に
あ
る
沅
陵
と
酉
陽
県
や
、
各
地
の
郵
な
ど
で
逓
伝
さ
れ
て
も
、
そ
の
文
書
を
開
封
す
る
こ
と

は
な
い
。
ま
た
Ｂ
洞
庭
郡
か
ら
所
轄
の
各
県
に
伝
達
す
る
場
合
で
も
、
ル
ー
ト
上
に
各
県
に
別
送
す
る
と
き
は
、
同
じ
よ
う
に
中
間
で
開

封
す
る
こ
と
な
く
、
文
書
の
逓
伝
だ
け
と
な
る
。
こ
の
と
き
洞
庭
郡
が
遷
陵
県
に
送
付
す
る
文
書
は
、
そ
の
配
送
の
方
法
が
問
題
と
な

る
。
こ
れ
ま
で
秦
漢
時
代
の
文
書
行
政
で
注
目
さ
れ
た
の
は
、「
以
次
伝
」「
以
郵
行
」
で
リ
レ
ー
式
に
伝
達
す
る
方
式
で
あ
る
。
そ
こ
で



一
〇

漢
簡
を
参
考
に
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
冊
書
を
束
ね
て
封
印
し
た
文
書
に
検
（
宛
名
を
記
し
た
札
）
を
付
け
て
配
送
す
る
か
、
あ
る
い
は
袋

な
ど
に
入
れ
て
一
緒
に
配
送
す
る
こ
と
に
な
ろ
う）

（1
（

。

　

こ
の
伝
達
方
法
は
、
遷
陵
県
で
出
土
し
た
検
や
、
封
泥
匣
を
も
つ
封
検
が
参
考
と
な
る
。
こ
こ
に
は
遷
陵
県
と
外
部
の
文
書
伝
達
を
示

す
表
記
が
あ
る
。『
里
耶
発
掘
報
告
』
で
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
封
泥
匣
を
も
つ
封
検
を
紹
介
し
て
い
る）

（1
（

。

　
　

遷
陵
以
郵
行
」
洞
庭　
　
　
　
　
　

⑦
１
封
泥
匣
、
⑦
４
封
泥
匣

　
　

洞
庭
泰
守
府
。
尉
曹
發
。
以
郵
行　

⑦
５
封
泥
匣

　

報
告
で
は
、
こ
の
封
泥
匣
は
漢
簡
の
封
検
に
あ
た
る
が
、
封
泥
の
あ
る
前
面
で
は
な
く
、
裏
面
に
文
字
を
記
し
て
い
る
と
い
う
。
多
く

は
封
泥
匣
だ
け
で
、
文
字
を
記
さ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
籾
山
明
氏
は
、「
封
泥
匣
は
簡
牘
や
物
品
に
括
り
付
け
封
印
す
る
た
め
の
板
切

れ
だ
か
ら
、
背
面
に
文
字
を
書
い
て
も
、
開
封
し
な
い
限
り
眼
に
触
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
す
る）

（1
（

。
そ
こ
で
背
面
に
書
か
れ
た
文
面
が
、

漢
簡
で
は
正
面
に
書
か
れ
る
上
書
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
封
泥
匣
は
封
印
す
る
だ
け
の
器
物
で
、
正
面
に
文
字
は
な
く
、
宛
先
や
差
出

者
な
ど
は
別
途
付
け
ら
れ
る
検
に
記
し
た
。
開
封
の
際
、
そ
の
別
添
の
検
の
文
面
を
封
泥
匣
の
背
面
に
転
写
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
封
泥
匣

の
来
歴
を
記
録
し
て
お
い
た
」
と
推
測
し
て
い
る
。
た
し
か
に
里
耶
秦
簡
に
は
「
遷
陵
以
郵
行
洞
庭
」
と
記
す
検
が
あ
り
、
開
封
し
た
あ

と
に
検
の
上
書
き
を
背
面
に
付
記
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
報
告
で
は
、「
遷
陵
以
郵
行
洞
庭
」
の
記
載
を
、
遷
陵
県
か
ら
洞
庭
郡
に

郵
行
す
る
と
理
解
し
て
い
る
が
、
籾
山
氏
は
、
漢
簡
と
同
じ
よ
う
に
、
洞
庭
郡
が
差
し
出
し
た
遷
陵
県
に
宛
て
た
検
と
す
る
。
さ
ら
に
⑦

５
封
泥
匣
を
、「
洞
庭
太
守
府
か
ら
発
送
。（
遷
陵
県
の
）
尉
曹
が
開
封
せ
よ
」
と
し
て
、
開
封
者
指
定
の
検
と
し
て
い
る
。

　

里
耶
秦
簡
の
封
検
は
、
張
春
龍
「
里
耶
一
号
井
的
封
検
和
束
」（
二
〇
〇
九
年
）
が
整
理
し
て
い
る）

11
（

。
張
春
龍
氏
に
よ
る
と
、
封
検
は

一
九
七
枚
で
、
文
字
が
有
る
も
の
は
五
五
枚
と
す
る
。
こ
の
う
ち
銭
・
穀
物
の
封
検
六
点
を
の
ぞ
い
て
、
宛
先
を
記
し
た
文
書
の
封
検

四
九
枚
は
、
五
～
一
六
層
に
分
布
し
て
い
る
。
そ
の
原
簡
番
号
は
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。



一
一

里
耶
秦
簡
に
み
え
る
秦
代
郡
県
の
文
書
伝
達

　
　

遷
陵
以
郵
行
洞
庭
：9-39

封
、9-40

封
、9-41

封
、9-42

封
、9-43

封
、9-44

封
、9-46

封
、9-48

封
、10-90

封
、11-109

封
、

11-110

封
、12-115

封
、12-119

封
、12-120

封
、13-161

封
、13-163

封
、14-170

封
、14-172

封
、14-174

封
、16-179

封
、

16-180
封
、16-184

封
、16-186

封
（
二
三
件
）

　
　

遷
陵
洞
庭
以
郵
行
：5-4

封
、
遷
陵
以
郵
行
洞
庭
郡
：15-176

封
、
遷
陵
以
郵
行
洞
庭
急
：11-108

封
（
三
件
）

　
　

そ
の
他
：7-17
封
、7-461

封
、8-23

封
、9-38

封
、9-47

封
、9-50

封
、13-162

封
、14-173

封
、15-175

封
、16-183

封
、16-

187

封
（
一
一
件
）

　
　

遷
陵
以
郵
行
覆
曹
發
・
洞
庭
：8-2550

、8-21

封
、
遷
陵
以
郵
行
丞
自
發
洞
庭
：9-45

封
、
遷
陵
以
郵
行
洞
庭
主
倉
發
：11-111

封
、

遷
陵
以
郵
行
發
令
丞
前
洞
庭
：12-117

封
、
遷
陵
以
郵
行
吏
發
洞
庭
：16-185

封
（
五
件
）

　

こ
こ
で
郵
送
手
段
が
判
明
す
る
の
は
、
す
べ
て
「
遷
陵
洞
庭
以
郵
行
」「
遷
陵
以
郵
行
洞
庭
」
の
表
記
で
、「
以
次
伝
」
の
形
式
は
み
ら

れ
な
い
。
こ
れ
は
文
字
が
不
明
な
簡
と
残
簡
も
、
同
じ
表
記
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
は
郡
か
ら
遷
陵
県
に
直
接
送
付
し
た
郵
便
物

で
あ
り
、
他
の
県
で
開
封
し
て
リ
レ
ー
式
に
転
送
す
る
形
式
で
は
な
い
。
も
し
他
県
で
転
送
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
遷
陵
・
酉
陽
」
の
よ

う
な
表
記
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
洞
庭
郡
か
ら
遷
陵
県
に
送
ら
れ
る
文
書
の
一
部
は
、「
以
郵
行
」
の
形
式
で
直
接
に
伝
達

さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
と
き
封
検
を
開
封
し
た
あ
と
、「
以
郵
行
」
の
形
式
を
転
記
し
た
の
は
、
そ
れ
が
特
別
な
郵
便
物
で
あ
る

こ
と
を
示
す
と
お
も
わ
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
封
検
に
は
「
以
次
伝
」
の
表
記
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
文
字
を
転
記
し
な
い
形
式
は
、「
以
郵
行
」
と
は
異

な
る
伝
達
方
法
の
可
能
性
が
あ
る
。
た
と
え
ば
封
検
に
文
字
が
無
い
郵
便
物
と
、
文
字
が
あ
る
郵
便
物
を
区
別
す
る
た
め
に
、
そ
の
比
率

を
み
る
と
、
文
字
の
無
い
封
検
は
一
四
二
枚
（
全
体
一
九
一
枚
の
約
七
四
％
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
以
郵
行
」
の
形
式
を
ふ
く
む
宛

名
を
書
い
た
封
検
は
四
九
枚
（
約
二
六
％
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
字
の
無
い
封
検
が
、
一
般
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
文
字
の
無



一
二

い
封
検
に
は
、
他
県
の
宛
先
や
、
銭
・
穀
物
の
封
検
を
ふ
く
む
か
も
し
れ
な
い
が
、「
以
郵
行
」
の
形
式
と
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
推

測
で
き
る
。

　

そ
れ
で
は
「
以
郵
行
」
と
異
な
る
形
式
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
封
検
に
は
、
洞
庭
郡
と
は
異
な
る
地
名
が
書
か

れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
封
検
の
転
記
が
、
検
の
上
書
き
と
一
致
す
る
と
い
う
想
定
に
注
目
す
れ
ば
、
文
字
が
無
い
形

式
は
、
里
耶
秦
簡
の
検
に
多
く
み
え
る
「
遷
陵
洞
庭
」「
遷
陵
・
洞
庭
」
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。『
里
耶
秦
簡
〔
壹
〕』

の
検
に
は
、「
遷
陵
洞
庭
」「
遷
陵
以
郵
行
洞
庭
」
の
形
式
が
多
い
。
そ
の
形
態
は
、
長
短
の
あ
る
木
簡
や
、
先
端
を
と
が
ら
せ
た
も
の
が

あ
る
。
そ
の
中
で
「
遷
陵
以
郵
行
洞
庭
」
の
パ
タ
ー
ン
は
、
つ
ぎ
の
一
五
件
で
あ
る
。

　
　

6-2

、8-12

、8-32

、8-134
、8-311

、8-413

、8-432

、8-504

、8-555

、8-1056

、8-1464

、8-1553

、8-1685

、8-1837

、

8-1840

（
一
五
件
）

　

こ
れ
に
対
し
て
、「
遷
陵
・
洞
庭
」「
遷
陵
洞
庭
」「
遷
陵
洞
庭
郡
」
の
パ
タ
ー
ン
は
、
残
簡
を
の
ぞ
い
て
以
下
の
二
八
件
で
あ
る
。

　
　

8-188

、8-189

、8-230

、8-443

、8-469
、8-507

、8-513

、8-515

、8-524

、8-553

、8-556

、8-947

、8-976

、8-1149

、

8-1253

、8-1382

、8-1573

、8-1594

、8-1637
、8-1653

、8-1682

、8-1684

、8-1826

、8-1884

、8-1935

、8-1948

、

8-2023

、8-2318

（
二
八
件
）

　

こ
の
ほ
か
検
に
は
、「
発
」
を
記
す
形
式
が
五
件
あ
る
。

　
　

遷
陵
主
簿
發
洞
庭
：8-303

、
遷
陵
金
布
發
洞
庭
：6-18

、
遷
陵
金
布
發
洞

：8-304

、
遷
陵
主
倉
發
：8-579

、
遷
陵
主
倉
發
洞

庭
：8-922

　

こ
の
よ
う
に
封
検
の
表
記
を
み
る
と
、
洞
庭
郡
か
ら
遷
陵
県
に
「
以
郵
行
」
で
送
付
さ
れ
た
文
書
に
は
文
字
を
記
し
て
お
り
、
別
方
法

に
よ
る
送
付
に
は
文
字
を
付
記
し
な
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
封
検
に
は
、
洞
庭
郡
の
宛
名
や
、
遷
陵
県
の
下
部
組
織
、
他
郡
の
地



一
三

里
耶
秦
簡
に
み
え
る
秦
代
郡
県
の
文
書
伝
達

名
、
不
明
の
封
検
が
あ
る
が
、
そ
の
方
法
も
「
以
郵
行
」
に
限
ら
れ
て
い
る
。

　
　

洞
庭
泰
守
府
尉
曹
發
以
郵
行
：10-89

封
、
廷
以
郵
行
令
曹
發
：10-92

封
、
酉
陽
以
郵
行
洞
庭
：5-3

封
、
軹
以
郵
行
河
内
：14-

169
封
、
廣
武
以
郵
行
泰
原
：16-182

封
（
五
件
）、
不
明
：7-301

封
、12-116

封
（
二
件
）

　

し
た
が
っ
て
文
字
が
無
い
封
検
は
、
少
な
く
と
も
「
以
郵
行
」
と
は
異
な
る
送
付
の
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
は
「
遷
陵
洞
庭
」
の

表
記
に
よ
る
方
法
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
里
耶
秦
簡
で
は
、
封
検
と
検
に
み
え
る
表
記
は
、
洞
庭
郡
か
ら
遷
陵
県
に
直
接
送
付
さ
れ

た
場
合
が
多
い
。
つ
ま
り
洞
庭
郡
か
ら
来
る
検
の
大
半
は
、「
以
郵
行
」
と
「
遷
陵
・
洞
庭
」
の
方
法
に
よ
っ
て
、
遷
陵
県
と
洞
庭
郡
の

往
来
を
示
し
て
お
り
、
各
県
と
遷
陵
県
の
伝
達
を
示
す
検
や
封
検
は
き
わ
め
て
少
な
い
の
で
あ
る）

1（
（

。

　

そ
れ
で
は
Ｃ
と
し
て
、
洞
庭
郡
か
ら
各
県
を
通
じ
て
開
封
さ
れ
、
遷
陵
県
に
リ
レ
ー
式
の
伝
達
さ
れ
る
文
書
は
、
ど
の
よ
う
に
送
付

さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
遷
陵
県
の
東
隣
に
あ
る
酉
陽
県
の
資
料
が
参
考
と
な
る）

11
（

。
た
と
え
ば8-159

の
文
書
は
、

三
十
二
年
二
月
に
御
史
丞
が
「
制
書
」
を
発
信
し
、
そ
れ
を
三
月
に
洞
庭
郡
か
ら
各
県
に
通
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
酉
陽
県

を
通
じ
て
遷
陵
県
に
到
達
し
、
そ
の
後
の
文
書
処
理
を
示
す
資
料
が
、8-155

、8-152

、8-158

で
あ
る
。8-158

で
は
、
遷
陵
守
丞
が
酉

陽
丞
主
に
返
答
し
て
お
り
、
こ
こ
に
各
県
を
通
じ
た
文
書
伝
達
の
方
法
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
酉
陽
県
が
遷
陵
県
に
発
信
し
た
文
書
が
あ
る
。8-647

の
文
書
は
、
酉
陽
守
丞
が
遷
陵
丞
主
に
発
信
し
た
文
書
で
、
上
部

に
欠
落
が
あ
る
が
、
酉
陽
か
ら
沅
陵
に
も
文
書
で
知
ら
せ
て
い
る
。

　
　

□
酉
陽
守
丞
又
敢
告
遷
陵
丞
主
。
令
史
曰
、
令
佐
莫
邪
自
言
上
造

　
　

□
遣
莫
邪
衣
用
錢
五
百
未
到
。
遷
陵
問
莫
邪
衣
用
錢
已
到

　
　

問
之
、
莫
邪
衣
用
錢
未
到
。
酉
陽
騰
書
沅
陵
。
敢
告
主
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

8-647

正

　
　

刻
隸
妾
少
以
來
。
／
朝
半
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

彼
死
手　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

8-647

背



一
四

　
　

廿
八
年
八
月
戊
辰
朔
丁
丑
、
酉
陽
守
丞
□
敢
告
遷
陵
丞
主
。
停
里
士
伍
順
小
妾
□
餘
有
律
。
事
□
□
□
□
遷
□

　
　

令
史
可
聴
書
從
事
、
□
□
□
／
八
月
甲
午
、
遷
陵
抜
謂
都　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

9-984

正

　
　

郷
嗇
夫
、
以
律
令
從
事
。
／
朝
手
。
即
走
印
行
都
郷
。

　
　

八
月
壬
辰
、
水
下
八
刻
、
隷
妾
以
來
。
／
□
半　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□
手　

9-984

背

　

9-984

（
博
物
館
）
の
文
書
は
、
酉
陽
守
丞
が
遷
陵
丞
主
に
発
信
し
た
文
書
で
、
こ
れ
を
受
信
し
た
遷
陵
県
で
は
、
都
郷
嗇
夫
に
命
令

を
伝
達
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
可
聴
書
從
事
」「
以
律
令
從
事
」
と
あ
り
、
上
級
か
ら
の
命
令
の
伝
達
と
お
も
わ
れ
る
。

　

酉
陽
の
文
書
で
は
、
里
耶
古
城
（
秦
簡
）
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
た
郵
書
記
録
に
、
文
書
逓
伝
に
関
す
る
資
料
が
あ
る）

11
（

。

　
　

五
月
庚
寅
旦
過
酉
陽
都
郵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

9-739

　
　

書
二
封
酉
陽
丞
印
郵
遷
陵
□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

12-1470

　
　

書
一
封
酉
陽
丞
印
詣
遷
陵
以
郵
行
」
□
□
年
十
月
丙
戌
水
十
一
刻
（
刻
）
下
八
起
酉
陽
□
」

　
　
　

□
月
己
丑
水
十
一
刻
（
刻
）
下
一
過
啓
陵
郷　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

12-1798

　
　

書
一
封
酉
陽
丞
印
詣
遷
陵
以
郵
行
」
二
八
年
二
月
癸
酉
水
十
一
刻
（
刻
）
下
五
起
酉
陽
廷
」
二
月
丙
子
水
下
九
刻
過
啓
陵
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

12-1799

　

9-739

で
は
酉
陽
都
郵
の
存
在
が
わ
か
り
、12-1470

で
は
酉
陽
丞
印
を
も
つ
文
書
が
遷
陵
県
に
伝
達
さ
れ
た
と
お
も
わ
れ
る
。12-

1798

と12-1799

で
は
、
酉
陽
丞
印
の
文
書
が
遷
陵
県
に
「
以
郵
行
」
の
方
法
で
伝
達
さ
れ
、
い
ず
れ
も
酉
陽
県
の
発
信
か
ら
四
日
後
に
、

遷
陵
県
の
啓
陵
郷
を
通
過
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
遷
陵
県
の
啓
陵
郷
は
、
酉
陽
県
と
の
境
に
近
い
東
方
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
文
書
の
内
容
は
、
上
級
か
ら
の
文
書
の
転
送
か
、
そ
れ
と
も
酉
陽
か
ら
遷
陵
県
に
発
信
し
た
独
自
の
文
書
か
は
不
明
で
あ
る）
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。

　

な
お
里
耶
古
城
の
な
か
に
は
、
酉
陽
と
洞
庭
郡
の
往
来
を
示
す
検
な
ど
が
あ
り
、
な
ぜ
遷
陵
県
で
出
土
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
や
、
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そ
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　
　

酉
陽
以
郵
行
」
洞
庭
（5-34

）　　
　

 

酉
陽  

洞
庭
（8-65

正
）、
廷
」
發
（8-65

背
）

　
　

酉
陽
金
布
發
（8-1130

）　　
　
　
　

 

酉
陽
覆
獄
治
所
（8-1295

）　　
　
　
　
　
　
　

 

酉
陽　

洞
庭
（9-983

）

　

以
上
の
よ
う
に
、
洞
庭
郡
の
内
部
に
お
け
る
文
書
伝
達
に
は
、
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
一
つ
は
、
Ａ
郡
か
ら
特
定
の
県
に
直
接
送
付
す

る
方
法
で
あ
り
、
こ
れ
は
検
と
封
検
に
洞
庭
郡
と
遷
陵
県
の
伝
達
を
示
す
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
封
検
で
は
「
以
郵
行
」
の
文
字
だ
け
を

表
記
し
、
検
で
は
「
遷
陵
・
洞
庭
」
の
よ
う
な
表
記
が
多
い
。
ま
た
Ｂ
洞
庭
郡
が
所
轄
の
各
県
に
伝
達
す
る
場
合
で
も
、
ル
ー
ト
上
に
分

け
て
発
信
す
る
と
き
は
、
同
じ
よ
う
に
遷
陵
県
に
直
接
に
文
書
を
逓
伝
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
う
一
つ
は
、
Ｃ
通
過
す
る
各
県
が
開
封
し

て
文
書
処
理
を
し
、
そ
の
文
書
を
リ
レ
ー
式
に
転
送
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
、
洞
庭
郡
か
ら
遷
陵
県
へ
の
文
書
は
、
交
通
ル
ー

ト
に
あ
る
酉
陽
県
な
ど
を
通
じ
て
往
来
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

三　

郵
書
記
録
に
み
え
る
文
書
伝
達

　

そ
れ
で
は
遷
陵
県
か
ら
外
部
の
郡
県
に
送
る
場
合
や
、
洞
庭
郡
に
あ
る
県
に
送
る
文
書
は
、
ど
の
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
里
耶
秦

簡
に
は
、
遷
陵
県
の
下
部
組
織
や
郷
と
の
文
書
が
多
い
が
、
こ
の
点
を
郵
書
記
録
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
遷
陵
県
が
文
書
を
発
信
す
る
郵

書
記
録
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
書
式
で
あ
り
、
表
２
は
そ
の
項
目
を
一
覧
し
た
も
の
で
あ
る）
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１
獄
東
曹
書
一
封
、
丞
印
、
詣
泰
守
府
。
廿
八
年
九
月
己
亥
水
下
四
刻
、
隷
臣
申
以
來
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（8-1155

）

　

２
獄
南
曹
書
三
封
、
丞
印
、
二
詣
酉
陽
、
一
零
陽
。
／
卅
年
九
月
丙
子
旦
食
時
、
隷
臣
羅
以
來
。　
　
　
　
　
　
　
（8-1886

）

　

３
尉
曹
書
二
封
、
遷
陵
印
、
一
封
詣
洞
庭
泰
守
府
、
一
封
詣
洞
庭
尉
府
。
九
月
辛
丑
水
下
二
刻
、
走
□
以
來
。　
　
（8-1225

）
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４
戸
曹
書
四
封
、
遷
陵
印
、
一
咸
陽
、
一
高
陵
、
一
陰
密
、
一
競
陵
。
廿
七
年
五
月
戊
辰
水
下
五
刻
、
走
荼
以
來
。（8-1533

）

　

５
金
布
書
一
封
、
丞
印
、
詣
洞
庭
泰
守
府
。
卅
五
年
五
月
壬
戌
水
十
一
刻
（
刻
）
下
三
守
府
快
以
来　
　
（9-1594

、
博
物
館
）

　

表
２
に
よ
る
と
遷
陵
県
が
発
信
す
る
文
書
は
、
ま
ず
県
の
官
府
に
あ
る
獄
東
曹
や
獄
南
曹
、
司
空
曹
、
尉
曹
、
戸
曹
、
金
布
な
ど
の
部

署
で
作
成
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
作
成
さ
れ
た
文
書
は
、「
～
以
来
」
と
記
さ
れ
た
人
に
よ
っ
て
県
の
官
府
に
届
け
ら
れ
る
が
、
各
部
署

で
作
成
し
た
文
書
を
、
そ
の
ま
ま
手
渡
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
も
封
印
が
あ
っ
て
開
封
し
、
再
度
に
封
印
し
た
の
か
は
不
明
で
あ

る
。
と
も
か
く
こ
の
時
点
で
は
、
遷
陵
県
が
発
信
す
る
最
終
の
封
印
を
し
て
い
な
い
。
そ
の
後
に
、
県
廷
で
は
「
遷
陵
印
」「
令
印
」
あ

る
い
は
「
遷
陵
丞
印
」「
丞
印
」
の
封
印
を
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
遷
陵
県
の
文
書
は
、
下
部
の
部
署
が
独
自
に
県
外
に
文
書
を
発
信

す
る
こ
と
は
な
く
、
令
・
丞
が
い
る
県
の
官
府
が
文
書
伝
達
を
集
約
す
る
単
位
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
郵
書
記
録
は
、
先
に
み
た
酉
陽
県

の
文
書
逓
伝
に
関
す
る
中
継
地
の
郵
書
記
録
や
、
居
延
漢
簡
や
懸
泉
漢
簡
に
み
え
る
県
や
郵
・
置
、
亭
を
結
ぶ
文
書
逓
伝
の
記
録
と
は

違
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
エ
チ
ナ
河
流
域
の
候
官
で
、
文
書
を
発
信
す
る
と
き
の
「
奏
封
」「
封
」
と
記
す
郵
書
記
録
に
近
い）
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。
た
だ
し
漢

簡
で
「
奏
封
」「
封
」
と
記
す
郵
書
記
録
は
、
発
信
す
る
文
書
の
内
容
を
要
約
し
て
お
り
、
こ
れ
は
封
印
す
る
前
の
文
書
処
理
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
里
耶
秦
簡
で
は
、
各
部
署
の
文
書
を
県
廷
で
発
信
す
る
と
き
の
記
録
で
あ
り
、
文
書
を
作
成
す
る
部
署
と
、
最
終
的
に
文

書
に
封
印
を
し
て
発
信
す
る
県
廷
と
は
、
役
割
を
分
担
し
て
い
る
。
こ
れ
は
年
代
に
よ
る
差
異
よ
り
も
、
む
し
ろ
秦
代
の
遷
陵
県
の
規
模

に
対
し
て
、
規
模
が
小
さ
い
軍
事
系
統
の
候
官
で
は
、
文
書
処
理
を
簡
素
化
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。

　

つ
ぎ
に
遷
陵
県
か
ら
県
外
の
発
送
先
は
、
洞
庭
郡
の
内
部
と
、
他
郡
の
宛
先
に
分
け
ら
れ
る
。
秦
代
洞
庭
郡
の
範
囲
は
不
明
で
あ
る

が
、『
漢
書
』
地
理
志
の
武
陵
郡
に
は
、
索
、
孱
陵
、
臨
沅
、
沅
陵
、
鐔
成
、
無
陽
、
遷
陵
、
辰
陽
、
酉
陽
、
義
陵
、
佷
山
、
零
陽
、
充

の
十
三
県
が
あ
る
。
こ
れ
を
参
考
に
す
れ
ば
、
文
書
の
宛
先
は
以
下
の
よ
う
に
な
る）

11
（

。
洞
庭
郡
の
内
部
で
は
、
洞
庭
泰
守
府
と
洞
庭
尉
府

の
文
書
が
多
く
、
こ
の
ほ
か
零
陽
、
無
陽
、
酉
陽
に
宛
て
た
文
書
が
あ
る
。
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表２　遷陵県の郵書記録

作成部署 印 詣（発信先） 年月日、付記：簡番号

獄東曹書一封 丞印 詣無陽 ・九月己亥水下三刻□□以来　5-22

□印 一泰守府、一成固 ／九月己亥……　5-23

獄東曹書一封 洞庭泰守府 廿八年二月甲午日入時牢人佁以来
　8-273＋8-520

一辰陽、一朐忍 廿八年九月辛丑走起以来　8-373

司空曹書一封 丞印 詣零陽 七月【壬申】□□　8-375

一詣蒼梧尉府、一南鄭 •□□　8-376

尉曹書三封 令印 其一封銷、一丹陽、
一□陵

廿八年九月庚子水下二刻走祿以来
　8-453

書一封 遷陵丞印 詣啓陵□ 卅五年六月甲子隷妾孫行
　8-475＋8-610

□封 遷陵印 □ ……卯水下四刻  8-540

獄南曹書二封 遷陵印 一詣洞庭泰守府、
洞庭尉府

•九月己亥餔時牢人誤以来
　8-728＋8-1474

獄東曹書一封 令印 詣洞庭守府 •九月戊戌水下二刻走荼以来
　8-959＋8-1291

……書三封 令印 二守府、一成紀 •九月甲寅水下七刻走荼以来　8-1119

獄東曹書一封 丞印 詣泰守府 廿八年九月己亥水下四刻隷臣申以来
　8-1155

尉曹書二封 遷陵印 一封詣洞庭泰守府、
一封詣洞庭尉府

九月辛丑水下二刻走□以来  8-1225

獄東書一封 丞印 詣競（竟）陵 ／卅五年……人負以来　8-1467

戸曹書四封 遷陵印 一咸陽、一高陵、
一陰密、一競陵

廿七年五月戊辰水下五刻走荼以来
　8-1533

尉曹書一封 詣洞庭主司空 ／□　8-1616

獄南書一封 丞印 詣洞庭尉府 卅三年十一月癸酉夕……　8-1823

洞庭泰守府 二月乙未水下八刻走佁以来　8-1829

獄南曹書三封 丞印 二詣酉陽、一零陽 ／卅年九月丙子旦食時隷臣羅以来
　8-1886

□曹書□封 遷陵丞印 詣定□ 卒……昭行□　8-2028

尉曹書二封 丞印 一封詣零陽、
一封詣昆陽邑

九月己亥水下八走印( ？ )以□　⑯3

金布書一封 丞印 詣洞庭泰守府 卅五年五月壬戌水十一刻（刻）下三
　守府快以来  9-1594（博物館）
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洞
庭
郡
の
内
部
：
洞
庭
泰
守
府
、
泰
守
府
、
洞
庭
守
府
、
守
府
、
洞
庭
尉
府
、
洞
庭
主
司
空
、
零
陽
、
無
陽
、
酉
陽

　
　

他
の
郡
県
：
成
固
、
蒼
梧
都
尉
、
南
鄭
、
銷
、
丹
陽
、
□
陵
、
成
紀
、
咸
陽
、
高
陵
、
陰
密
、
競
陵

　

こ
こ
で
想
定
さ
れ
る
文
書
伝
達
の
方
法
は
、
つ
ぎ
の
二
つ
で
あ
る
。
１
は
、
洞
庭
郡
で
集
約
す
る
方
法
で
あ
る
。
遷
陵
県
か
ら
外
部
に

送
信
す
る
文
書
は
、
一
旦
は
洞
庭
郡
の
治
所
に
送
っ
て
集
め
ら
れ
、
洞
庭
郡
を
通
じ
て
他
郡
の
県
に
転
送
さ
れ
る
。
ま
た
郡
が
掌
握
す
る

内
容
の
文
書
は
、
郡
を
通
じ
て
そ
の
命
令
が
下
部
の
各
県
に
転
送
さ
れ
る
。
２
は
、
洞
庭
郡
の
各
県
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
他
郡
の
県
や

洞
庭
郡
の
県
に
文
書
を
伝
達
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
方
法
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

　

ま
ず
１
に
、
中
央
や
郡
に
よ
る
命
令
に
対
し
て
返
答
す
る
場
合
や
、
上
級
官
府
へ
の
連
絡
は
、
遷
陵
県
か
ら
洞
庭
郡
に
送
付
さ
れ
る
と

お
も
わ
れ
る）
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。
た
と
え
ば
、8-62
で
は
遷
陵
丞
が
洞
庭
泰
守
府
に
返
答
し
、8-154

で
は
遷
陵
守
丞
が
上
級
官
府
に
返
答
し
て
い
る
が
、

両
方
と
も
郵
人
が
伝
達
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
直
接
に
洞
庭
郡
に
返
答
す
る
方
法
か
、
酉
陽
の
よ
う
な
隣
県
を
通
じ
て
返
答
す
る
の
か
は

不
明
で
あ
る
が
、
遷
陵
県
か
ら
洞
庭
郡
へ
の
返
信
で
あ
る
。

　

ま
た
一
連
の
卒
の
債
務
を
記
し
た
木
牘9-1
～12
は
、
遷
陵
県
が
発
信
し
た
文
書
で
は
な
い
が
、
他
県
か
ら
洞
庭
郡
を
通
じ
て
遷
陵
県

に
送
ら
れ
た
文
書
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
陽
陵
県
が
直
接
に
遷
陵
県
に
文
書
を
送
る
の
で
は
な
く
、
洞
庭
郡
の
尉
府
を
通
じ
て
、
そ
の
郡
に

所
属
す
る
遷
陵
県
に
転
送
し
て
い
る
。
こ
れ
を
類
推
と
す
れ
ば
、
他
郡
の
文
書
は
、
ま
ず
郡
の
官
府
を
通
じ
て
集
約
さ
れ
、
必
要
に
応
じ

て
所
轄
の
各
県
に
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
し
秦
代
の
文
書
伝
達
が
こ
の
よ
う
な
方
法
で
あ
れ
ば
、
郡
と
各
県
を
往
来
す
る
文
書
の

多
く
は
、
基
本
的
に
洞
庭
郡
で
集
約
し
て
送
付
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
と
き
郡
の
文
書
は
、
各
県
の
施
設
を
通
じ
て
逓
伝
さ
れ
る
と
し

て
も
、
す
べ
て
洞
庭
郡
と
各
県
で
直
接
に
伝
達
す
る
方
法
と
な
る
。
と
す
れ
ば
当
然
、
郡
と
各
県
の
間
を
直
接
に
往
来
す
る
文
書
は
多
く

な
る
。
先
に
み
た
里
耶
秦
簡
の
検
と
封
検
に
、
洞
庭
郡
と
遷
陵
県
の
記
載
が
多
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
文
書
伝
達
の
方
法
を
反
映
し
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
郵
書
記
録
に
み
え
る
洞
庭
泰
守
府
、
泰
守
府
、
洞
庭
守
府
、
守
府
、
洞
庭
尉
府
、
洞
庭
主
司
空
な
ど
の
文
書
は
、
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達

直
接
に
送
付
す
る
文
書
を
示
し
て
お
り
、
秦
帝
国
の
都
城
で
あ
る
咸
陽
へ
の
文
書
も
同
じ
よ
う
に
理
解
で
き
よ
う
。

　

そ
れ
で
は
２
に
、
郵
書
記
録
に
み
え
る
洞
庭
郡
の
零
陽
、
無
陽
、
酉
陽
県
や
、
他
郡
の
成
固
、
蒼
梧
都
尉
、
南
鄭
、
銷
、
丹
陽
、
成

紀
、
高
陵
、
陰
密
、
競
陵
な
ど
に
送
る
文
書
は
、
す
べ
て
郡
を
通
じ
て
伝
達
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
各
県
が
、
直
接
に
伝
達
す

る
場
合
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
例
が
あ
る
。

　

た
と
え
ば8-75
＋8-166

＋8-485

は
、
木
牘9-1

～12

と
同
じ
よ
う
に
銭
の
支
払
い
を
記
し
た
文
書
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
遷
陵
守

丞
が
広
漢
郡
の
郪
丞
に
送
付
し
て
い
る
。
こ
れ
は
中
間
の
郡
の
伝
達
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
遷
陵
県
と
他
郡
の
県
が
直
接

に
連
絡
し
て
い
る
こ
と
に
な
る）

11
（

。

　

ま
た
洞
庭
郡
で
は
、
交
通
と
食
事
に
関
す
る
木
牘5-1

が
あ
る
。

　
　

Ａ
元
年
七
月
庚
子
朔
丁
未
、
倉
守
陽
敢
言
之
。
獄
佐
辨
・
平
・
士
吏
賀
具
獄
、
縣
官
食
盡
甲
寅
、
謁
告
過
所
縣
郷
以
次
續
食
。
雨
留

不
能
投
宿
齎
。
來
復
傳
。
零
陽
田
能
自
食
。
當
騰
期
卅
日
、
敢
言
之
。

　
　

Ｂ
／
七
月
戊
申
、
零
陽
龏
移
過
所
縣
郷
。
／
齮
手

　
　

Ｃ
／
七
月
庚
子
朔
癸
亥
、
遷
陵
守
丞
固
告
倉
嗇
夫
。
以
律
令
從
事
。
／
嘉
手　
　
　
　
　
　

5-1

正

　
　

遷
陵
食
辨
・
平
盡
己
巳
旦
□
□
□
□
遷
陵
。

　
　

七
月
癸
亥
旦
、
士
五
臂
以
來
。
／
嘉
發　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

5-1

背

　

こ
こ
で
は
、
Ａ
零
陽
県
の
倉
守
が
、
零
陽
県
の
規
定
を
こ
え
る
旅
行
者
に
対
し
て
、
通
過
す
る
県
・
郷
に
食
料
の
支
給
を
通
告
す
る
こ

と
を
願
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
Ｂ
は
、
零
陽
県
の
長
か
ら
、
通
過
す
る
県
・
郷
に
通
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
Ｃ
は
、
遷
陵
守

丞
が
倉
嗇
夫
に
こ
の
内
容
を
通
達
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
零
陽
県
の
文
書
は
、
洞
庭
郡
を
通
じ
て
遷
陵
県
に
送
ら
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
直
接
に
遷
陵
県
に
伝
達
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
伝
達
ル
ー
ト
は
、
澧
水
の
水
系
に
あ
る
零
陽
（
湖
南
省
慈
利
）
か
ら
臨
沅
（
常



二
〇

徳
市
）
の
方
面
か
ら
沅
水
を
遡
る
ル
ー
ト
で
は
な
く
、
零
陽
か
ら
現
在
の
張
家
界
の
分
水
嶺
を
越
え
て
、
沅
陵
や
酉
陽
、
遷
陵
県
の
方
面

に
あ
た
る
。
こ
れ
は
通
常
の
文
書
伝
達
と
は
違
っ
て
、
交
通
と
食
料
の
支
給
に
か
か
わ
る
た
め
、
零
陽
県
か
ら
交
通
ル
ー
ト
に
あ
た
る
県

に
発
信
さ
れ
、
そ
の
一
つ
が
遷
陵
県
に
届
い
た
と
お
も
わ
れ
る
。

　

つ
ぎ
に
洞
庭
郡
の
「
沅
陵
獄
佐
」「
酉
陽
」
の
宛
名
を
記
し
た
検
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
覆
獄
」
に
関
す
る
文
書
伝
達
を
示
し
て
お
り
、

郡
の
泰
守
府
や
尉
府
の
ほ
か
に
、
沅
陵
が
獄
に
関
す
る
文
書
を
扱
う
拠
点
で
あ
る
こ
と
を
示
す
か
も
し
れ
な
い
。

　
　

覆
獄
沅
陵
獄
佐
」
已
治
所
遷
陵
傳
洞
庭　
　
　
　
　
　
　
　
　

8-255

　
　

覆
獄
沅
陵
獄
佐
已
治
」
在
所
洞
庭　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

8-265

　
　

覆
獄
沅
陵
獄
佐
已
治
在
所
洞
庭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　8-492

　
　

覆
獄
沅
陵
獄
佐　

已
」
治
所
發　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

8-1729

　
　

覆
獄
沅
陵
獄
□

」
治
所
發　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

8-1897

　
　

酉
陽
覆
獄
治
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

8-1295

　

し
た
が
っ
て
洞
庭
郡
の
内
部
で
は
、
財
務
や
交
通
、
裁
判
に
関
す
る
文
書
は
、
必
要
に
応
じ
て
他
郡
や
洞
庭
郡
の
県
と
直
接
に
連
絡
す

る
こ
と
も
想
定
で
き
る）

11
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
秦
代
の
洞
庭
郡
で
は
、
遷
陵
県
の
文
書
を
直
接
に
郡
に
逓
伝
す
る
方
法
と
、
各
県
で
リ
レ
ー
式
に
内
容
を
確
認
し
て

返
答
す
る
方
法
が
基
本
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
の
と
き
遷
陵
県
が
発
信
す
る
文
書
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。
遷
陵
県
で
は
、
県

の
下
部
組
織
で
作
成
し
た
文
書
を
、
令
・
丞
の
印
を
押
し
て
記
録
を
と
っ
て
外
部
に
発
信
し
て
い
る
。
こ
れ
は
県
の
官
府
が
、
文
書
を
集

約
し
て
外
部
に
発
信
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
遷
陵
県
か
ら
、
中
央
や
洞
庭
郡
の
外
部
に
文
書
を
発
信
・
返
信
す
る
と
き
は
、

基
本
的
に
洞
庭
郡
の
官
府
に
送
り
、
そ
こ
か
ら
中
央
や
他
郡
に
伝
達
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
は
郡
内
の
文
書
で
も
同
じ
で
あ
り
、
ま



二
一

里
耶
秦
簡
に
み
え
る
秦
代
郡
県
の
文
書
伝
達

ず
郡
で
中
央
や
他
郡
の
文
書
を
集
約
し
て
、
そ
れ
を
所
轄
の
各
県
に
伝
達
す
る
と
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
が
、
検
や
封
検
に

「
遷
陵
・
洞
庭
」
の
表
記
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
里
耶
秦
簡
で
は
、
他
郡
の
県
に
宛
て
た
文
書
や
、
洞
庭
郡
の
県
と
直
接
的
な
送
付
を
示
唆
す
る
文
書
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
財
務

や
交
通
、
裁
判
に
関
す
る
内
容
で
あ
り
、
あ
る
い
は
必
要
に
応
じ
た
文
書
の
連
絡
か
も
し
れ
な
い
。

　

お 

わ 

り 

に

　

漢
代
の
文
書
行
政
で
は
、
こ
れ
ま
で
中
央
と
地
方
を
結
ぶ
下
行
文
書
と
上
行
文
書
で
、「
以
郵
行
」「
以
次
伝
」
に
よ
る
リ
レ
ー
式
の
文

書
伝
達
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
里
耶
秦
簡
に
よ
っ
て
秦
代
郡
県
の
文
書
伝
達
を
検
討
し
た
。
そ
の
要
点

は
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　

一
、
里
耶
秦
簡
に
は
、
洞
庭
郡
の
冊
書8-755
～8-759

の
よ
う
に
、
大
き
く
二
行
で
書
か
れ
た
原
本
と
お
も
わ
れ
る
資
料
が
あ
る
。

こ
れ
は
印
章
を
記
し
た
「
以
～
印
行
事
」
の
表
記
に
よ
っ
て
、
密
封
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
保
存
が
必
要
な
文
書
は
、
木
牘
一

枚
に
小
さ
な
字
で
転
記
さ
れ
、
そ
の
表
裏
に
受
信
・
発
信
な
ど
の
付
記
を
付
け
て
い
る
。
こ
れ
は
冊
書
の
形
態
に
対
し
て
、
と
く
に
保
存

す
る
資
料
は
分
量
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
し
、
一
目
で
わ
か
る
文
書
処
理
の
便
宜
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
冊
書
と
木
牘
の
形
態

は
、
文
書
の
内
容
に
よ
っ
て
書
き
分
け
る
の
で
は
な
く
、
処
理
の
段
階
に
よ
っ
て
書
き
分
け
て
い
る
。
た
だ
し
里
耶
秦
簡
に
は
、
外
部
文

書
の
原
本
や
抄
本
は
少
な
く
、
遷
陵
県
内
部
の
下
部
組
織
や
郷
と
の
文
書
と
記
録
が
多
い
。

　

二
、
洞
庭
郡
と
遷
陵
県
の
間
で
は
、
封
検
に
「
以
郵
行
」
の
文
字
だ
け
を
表
記
し
、
検
で
は
「
以
郵
行
」
の
ほ
か
に
「
遷
陵
・
洞
庭
」

の
往
来
を
示
す
表
記
が
多
い
。
こ
こ
か
ら
遷
陵
県
で
は
、
洞
庭
郡
か
ら
直
接
に
文
書
を
逓
伝
す
る
方
法
が
多
く
、
各
県
で
開
封
し
て
リ



二
二

レ
ー
式
に
伝
達
す
る
方
法
と
は
区
別
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
と
き
文
字
を
記
さ
な
い
封
検
は
、「
以
郵
行
」
と
は
異
な
る
伝
達

方
法
と
推
測
し
た
。
酉
陽
県
か
ら
遷
陵
県
に
文
書
を
逓
伝
す
る
郵
書
記
録
に
は
、
こ
の
両
方
の
場
合
が
想
定
で
き
る
。

　

三
、
遷
陵
県
か
ら
外
部
に
伝
達
す
る
郵
書
記
録
で
は
、
下
部
の
組
織
が
作
成
し
た
文
書
を
、
県
の
官
府
が
令
・
丞
の
封
印
を
し
て
発
信

し
て
い
る
。
こ
れ
は
県
の
部
署
が
独
自
に
県
外
に
文
書
を
発
信
す
る
こ
と
は
な
く
、
令
・
丞
が
い
る
県
の
官
府
が
文
書
伝
達
を
集
約
す
る

基
本
単
位
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
遷
陵
県
か
ら
中
央
や
外
部
の
郡
県
に
文
書
を
送
る
場
合
は
、
基
本
的
に
洞
庭
郡
の
官
府

に
送
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
中
央
や
他
郡
に
伝
達
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
洞
庭
郡
の
内
部
で
も
、
郡
を
通
じ
て
各
県
に
文
書
を
伝
達
す
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
れ
は
秦
代
の
郡
が
、
軍
政
だ
け
で
は
な
く
、
各
種
の
職
務
に
関
す
る
文
書
を
集
約
す
る
単
位
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
お
り
、
郡
と
県
の
役
割
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
文
書
の
直
接
的
な
伝
達
は
、
検
や
封
検
に
「
遷
陵
・
洞
庭
」
間
の
表

記
が
多
い
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
た
だ
し
洞
庭
郡
の
内
部
で
、
隣
県
で
開
封
さ
れ
た
文
書
が
、
各
県
に
リ
レ
ー
式
に
伝
達
す
る
と
き

は
、
個
別
の
宛
名
を
付
け
る
こ
と
に
な
る）

1（
（

。

　

四
、
こ
れ
に
対
し
て
里
耶
秦
簡
で
は
、
遷
陵
県
か
ら
他
郡
の
宛
先
を
も
つ
記
録
や
、
他
郡
の
県
と
の
文
書
伝
達
、
洞
庭
郡
の
各
県
と
の

文
書
伝
達
を
示
す
資
料
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
財
務
や
交
通
、
裁
判
に
関
す
る
内
容
を
も
っ
て
お
り
、
必
要
に
応
じ
て
郡
を
仲
介
せ
ず
に
、

直
接
に
連
絡
す
る
文
書
が
想
定
さ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
秦
代
の
郡
県
制
で
は
、
大
き
く
郡
を
単
位
と
し
て
各
種
の
文
書
伝
達
を
管
轄
し
て
お
り
、
下
部
の
県
が
基
本
の
集
約

単
位
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
文
書
伝
達
に
は
、（
一
）
郡
と
各
県
で
文
書
を
逓
伝
し
て
直
接
に
送
付
す
る
方
法
と
、（
二
）
郡
と
各
県
で
開

封
し
た
文
書
を
リ
レ
ー
式
に
転
送
す
る
場
合
が
あ
る
。
里
耶
秦
簡
で
は
、
こ
う
し
た
洞
庭
郡
と
遷
陵
県
を
結
ぶ
二
つ
の
伝
達
方
法
が
具
体

的
に
み
え
て
い
る
。
さ
ら
に
秦
代
の
地
方
官
府
で
は
、
こ
の
よ
う
な
文
書
伝
達
と
処
理
の
段
階
に
応
じ
て
、
冊
書
の
保
存
や
、
木
牘
の
抄

本
と
副
本
、
伝
達
に
と
も
な
う
検
と
封
検
、
郵
書
記
録
な
ど
を
作
成
し
て
、
地
方
行
政
の
実
務
を
運
営
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
里
耶
秦



二
三

里
耶
秦
簡
に
み
え
る
秦
代
郡
県
の
文
書
伝
達

簡
は
、
秦
代
史
研
究
の
補
助
と
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
秦
漢
時
代
の
情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム
の
基
礎
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

注

（
１
）　
「
湖
南
龍
山
里
耶
戦
国
―
秦
代
古
城
一
号
井
発
掘
簡
報
」（『
文
物
』
二
〇
〇
三
年
一
期
）、「
湘
西
里
耶
秦
代
簡
牘
選
釈
」（『
中
国
歴
史
文
物
』
二
〇
〇
三

年
一
期
）、
湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
編
『
里
耶
発
掘
報
告
』（
岳
麓
書
社
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
２
）　

湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
編
『
里
耶
秦
簡
〔
壹
〕』（
文
物
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）
前
言
で
は
、
そ
の
内
容
を
、
一
：
書
伝
類
、
二
：
律
令
類
、
三
：
録

課
類
、
四
：
簿
籍
類
、
五
：
符
券
類
、
六
：
検
楬
類
、
七
：
暦
譜
、
八
：
九
九
術
、
薬
方
、
九
：
里
程
書
、
十
：
習
字
簡
に
分
類
し
て
い
る
。
里
耶
秦
簡
の

接
合
は
、『
里
耶
校
釈
一
』
の
復
元
に
よ
る
。

（
３
）　

陳
偉
「
秦
と
漢
初
の
文
書
伝
達
シ
ス
テ
ム
」（
松
原
弘
宣
・
藤
田
勝
久
編
『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
情
報
伝
達
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）、
同
「
秦
与
漢
初

的
文
書
伝
逓
系
統
」（『
燕
説
集
』
商
務
印
書
館
、
二
〇
一
一
年
）。

（
４
）　

拙
稿
「
里
耶
秦
簡
与
秦
代
政
府
之
運
作
」（
秦
始
皇
兵
馬
俑
博
物
館
編
『
秦
俑
博
物
館
開
館
三
十
周
年
秦
俑
学
第
七
届
年
会
国
際
学
術
研
討
会
論
文
集
』

三
秦
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）、
同
「
里
耶
秦
簡
と
出
土
資
料
学
」（
東
方
学
会
：
第
四
回
日
中
学
者
中
国
古
代
史
論
壇
提
出
論
文
、
二
〇
一
二
年
）。

（
５
）　
『
里
耶
秦
簡
〔
壹
〕』
前
言
な
ど
。

（
６
）　

永
田
英
正
「
文
書
行
政
」（『
殷
周
秦
漢
時
代
史
の
基
本
問
題
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）、
籾
山
明
「
中
国
の
文
書
行
政
」（『
文
字
と
古
代
日
本
』
二
、

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）、
冨
谷
至
『
文
書
行
政
の
漢
帝
国
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
。

（
７
）　

角
谷
常
子
「
簡
牘
の
形
状
に
お
け
る
意
味
」（
冨
谷
至
編
『
辺
境
出
土
木
簡
の
研
究
』
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
は
、
正
本
に
両
行
を
用
い
、
コ
ピ
ー

に
は
札
を
用
い
る
と
す
る
。
草
稿
は
、
両
行
と
札
が
共
に
用
い
ら
れ
る
が
、
札
が
や
や
多
い
と
い
う
。

（
８
）　
『
里
耶
秦
簡
〔
壹
〕』
の
釈
文
は
「
歐
手
」
に
作
る
。8-755

背
の
「
歇
手
」
と
同
一
人
物
と
お
も
わ
れ
る
。
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（
９
）　
「
～
以
来
」
の
あ
と
に
受
信
し
た
処
理
に
は
、「
某
手
」「
某
半
」「
某
発
」
の
表
記
が
あ
る
。
陳
偉
「
関
于
秦
文
書
制
度
的
幾
個
問
題
」（
第
四
回
日
中
学

者
中
国
古
代
史
論
壇
提
出
論
文
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。
邢
義
田
「
“手
・
半
”
“曰
牾
曰
荊
”
与
“遷
陵
公
”」（
武
漢
大
学
簡
帛
研
究
中
心
網
、
二
〇
一
二

年
五
月
）
で
は
、
皇
帝
二
十
六
年
か
ら
三
十
一
年
ま
で
「
半
」
字
を
用
い
、
三
十
一
年
以
降
に
「
発
」
の
表
記
が
み
え
る
と
い
い
、「
分
判
」「
打
開
文
書
」

と
理
解
し
て
い
る
。

（
10
）　

拙
稿
前
掲
「
里
耶
秦
簡
と
出
土
資
料
学
」。

（
11
）　
『
里
耶
校
釈
一
』
前
言
で
は
、8-657

の
記
事
か
ら
新
武
陵
を
洞
庭
郡
の
治
所
と
し
て
い
る
。

（
12
）　
『
里
耶
校
釈
一
』
の
接
合
復
元
に
よ
る
。

（
13
）　

質
日
は
、
朱
漢
民
、
陳
松
長
主
編
『
岳
麓
書
院
所
蔵
秦
簡
〔
壹
〕』（
上
海
辞
書
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
に
も
み
え
て
お
り
、
陳
偉
「
岳
麓
書
院
秦
簡

『
質
日
』
初
歩
研
究
」（『
中
国
出
土
資
料
研
究
』
一
六
、
二
〇
一
二
年
）
が
あ
る
。

（
14
）　

関
連
と
し
て
、8-1128

の
資
料
に
は
「

□
尉
史
如
」
　

感
手
」
と
あ
り
、
尉
史
如
の
名
が
感
と
一
緒
に
み
え
る
。
感
と
い
う
人
物
は
、
二
十
九
年

三
月
と
九
月
の
資
料
に
「
史
感
」
と
あ
り
、8-1128

の
資
料
と8-1511

背
面
の
「
感
手
」
は
同
筆
の
よ
う
に
み
え
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
「
如
」
は
、

遷
陵
県
の
書
記
と
な
る
。

（
15
）　

里
耶
秦
簡
で
は
、
出
入
券
の
担
当
者
と
書
記
、
令
史
な
ど
の
年
代
を
整
理
す
れ
ば
、
遷
陵
県
の
令
史
な
ど
の
概
略
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
16
）　

邢
義
田
「
湖
南
龍
山
里
耶
Ｊ
１
⑧157

和
Ｊ
１
⑨
１｜

12
号
秦
牘
的
文
書
構
成
・
筆
跡
和
原
檔
存
放
形
式
」（『
簡
帛
』
第
一
輯
、
武
漢
大
学
簡
帛
研
究
中

心
、
二
〇
〇
六
年
、『
治
国
安
邦
：
法
制
・
行
政
与
軍
事
』
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
で
、
文
字
が
背
面
に
写
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
よ
う
に
、
十
二

枚
は
重
ね
て
保
存
さ
れ
て
い
る
。
木
牘16-5

、6

も
、
少
し
ず
れ
て
文
字
が
写
っ
て
お
り
、
二
枚
を
一
緒
に
保
存
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
17
）　

永
田
英
正
「
書
契
」（
林
巳
奈
夫
編
『
漢
代
の
文
物
』
朋
友
書
店
、
新
版
、
一
九
九
六
年
）、
籾
山
明
「
中
国
の
文
書
行
政
」。

（
18
）　
『
里
耶
発
掘
報
告
』
一
八
〇
頁
。

（
19
）　

籾
山
明
「
山
は
隔
て
、
川
は
結
ぶ
―
『
里
耶
発
掘
報
告
』
を
読
む
」（『
東
方
』
三
一
五
、二
〇
〇
七
年
）。

（
20
）　

張
春
龍
「
里
耶
一
号
井
的
封
検
和
束
」（『
湖
南
考
古
輯
刊
』
第
八
集
、
岳
麓
書
社
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）、
陳
偉
「
関
于
秦
文
書
制
度
的
幾
個
問
題
」。

（
21
）　

里
耶
秦
簡
の
検
は
、
遷
陵
県
の
下
部
組
織
と
郷
の
宛
名
が
多
い
。
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里
耶
秦
簡
に
み
え
る
秦
代
郡
県
の
文
書
伝
達

（
22
）　

陳
偉
「
秦
と
漢
初
の
文
書
伝
達
シ
ス
テ
ム
」
は
、
遷
陵
－
酉
陽
県
の
文
書
を
四
例
あ
げ
て
い
る
。
酉
陽
県
の
位
置
は
、
永
順
県
王
村
と
し
て
い
る
が
、
保

靖
県
の
四
方
城
と
い
う
説
も
あ
る
。

（
23
）　

里
耶
古
城
（
秦
簡
）
博
物
館
に
は
、
未
公
開
資
料
を
ふ
く
む
展
示
が
あ
り
、
東
京
大
学
大
学
院
の
石
原
遼
平
氏
の
整
理
も
参
考
に
し
た
。

（
24
）　

郵
書
記
録
に
は
、
こ
の
よ
う
に
県
と
県
を
結
ぶ
文
書
逓
伝
と
、
遷
陵
県
内
部
の
文
書
処
理
の
記
録
が
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

（
25
）　

郵
書
記
録
の
項
目
は
、
①
文
書
を
作
成
し
た
部
署
、
②
県
の
封
印
、
③
洞
庭
郡
と
他
郡
へ
の
宛
先
、
④
年
月
日
、
時
刻
と
「
～
以
来
」
の
配
達
人
で
あ

る
。
畑
野
吉
則
「
里
耶
秦
簡
の
郵
書
記
録
と
文
書
伝
達
」（
愛
媛
大
学
公
開
講
演
会
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
。

（
26
）　

李
均
明
『
秦
漢
簡
牘
文
書
分
類
輯
解
』
録
課
類
、
奏
封
記
録
、
四
二
九
～
四
三
一
頁
（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
。

（
27
）　

こ
の
地
域
は
、
戦
国
時
代
に
は
黔
中
郡
と
呼
ば
れ
、
漢
代
に
は
武
陵
郡
と
い
わ
れ
る
が
、
秦
代
洞
庭
郡
の
領
域
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。
不
明
な
宛
先

に
は
、
昆
陽
邑
、
啓
陵
□
、
定
□
な
ど
が
あ
る
。
孱
陵
県
は
、
張
家
山
漢
簡
『
二
年
律
令
』「
史
律
」
と
、
松
柏
漢
墓
の
木
牘
（
荊
州
博
物
館
「
湖
北
荊
州

紀
南
松
柏
漢
墓
発
掘
簡
報
」、『
文
物
』
二
〇
〇
八
年
四
期
）
に
よ
れ
ば
、
南
郡
に
所
属
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
拙
稿
「
張
家
山
漢
簡
『
秩
律
』
と
漢
王
朝
の

領
域
」（『
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
』
人
文
学
科
編
二
八
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

（
28
）　

陳
偉
「
秦
と
漢
初
の
文
書
伝
達
シ
ス
テ
ム
」
な
ど
。

（
29
）　

同
じ
よ
う
に
、8

-
63

で
は
漢
中
郡
の
旬
陽
丞
が
遷
陵
丞
主
に
文
書
を
送
り
、8

-
60

＋8
-

656

＋8
-665

＋8
-

748

で
は
犍
為
郡
の
僰
道
か
ら
遷
陵
丞

主
に
文
書
を
送
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
銭
の
支
払
い
に
関
係
し
て
い
る
。
ま
た8

-
140

で
は
、
南
郡
の
臨
沮
丞
が
遷
陵
丞
主
に
文
書
を
送
っ
て
い
る
。

（
30
）　

遷
陵
県
と
洞
庭
郡
の
他
県
や
、
他
郡
の
県
に
宛
て
た
文
書
の
伝
達
は
、
な
お
内
容
に
即
し
た
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

（
31
）　

郡
の
内
部
で
伝
達
さ
れ
る
文
書
に
は
、「
別
書
」「
相
付
受
」
な
ど
の
表
記
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
一
本
の
送
付
ル
ー
ト
だ
け
で
は
な
く
、
複
数
の
伝
達
ル
ー

ト
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。


